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阪空運第8399号

無人航空機の飛行に係る許可・承認書

殿

令和3年6月7日付をもって申請のあった無人航空機を飛行の禁止空域で飛行させること及び
飛行の方法によらず飛行させることについては、航空法第132条第２項第２号及び第132条の
２第２項第２号の規定により、下記の無人航空機を飛行させる者が下記のとおり飛行させるこ
とについて、申請書のとおり許可及び承認する。

記

許  可  及  び 承  認  事  項 ： 航空法第132条第1項第２号
航空法第132条の２第１項第５号、第６号及び第７号

許    可    等    の    期    間 ： 令和3年7月1日から令和4年6月30日

飛      行      の      経      路 ： 日本全国（飛行マニュアルに基づき地上及び水上の人及び物
件の安全が確保された場所に限る）

無      人      航      空      機 ： DJI製PHANTOM 2 VISION+
PHANTOM 3 PROFESSIONAL

無人航空機を飛行させる者 ： 冨田　幸智

条         　　　               件 ：

・航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な
事情の変化があった場合は、許可等を取り消し、又は新たに条件を付すことがある。

・申請書に記載のあった飛行の方法、条件等及び申請書に添付された飛行マニュアルを遵守
して飛行させること。また、飛行の際の周囲の状況、天候等に応じて、必要な安全対策を
講じ、飛行の安全に万全を期すこと。

・飛行実績の報告を求められた場合は、速やかに報告すること。
・令和４年６月を予定する改正航空法に係る無人航空機の登録義務化以降は、登録を受けた
無人航空機で飛行させること。

令和3年6月22日

大阪航空局長　甲田　俊博


